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愛知医療学院大学　紙上講義
健康のためのワンポイントアドバイス

防災・減災サポートコーナー 第３１話：「応急手当・救急蘇生と法的責任について」

小児の脳脊髄液減少症を考える…きっかけは“怠け病”？
〔愛知医療学院大学　教授　杉山　成司（医学博士）〕 

「脳脊髄液減少症」とはなじみのない難しそうな病名で、
どんな場合に思い浮かべたらいいのか分かりにくいかも知
れません。しかし、この病気は治療法が開発されてきて治る
見込みがあること、一方で周りの人からは“怠け病”としば
しば誤解される可能性があることなど、本人にとっても辛く
厄介なものです。そこで、先ず（脊）髄液についてお話します。
脳の表面は髄膜（脳膜）という膜で覆われ、脳と膜の間に
髄液という無色透明な液体が存在します。ですから、脳は髄
液の池に浮かんでいるイメージで、外からの直接的な衝撃
から守られている訳です。髄液には毎日産生・吸収される髄
液循環がありますが、これが髄膜の外へ漏れ出して髄液量
の減少と髄液圧の低下が起こると、“怠け病”と揶揄される
ような多彩な症状が現れてきます。これが脳脊髄液減少症
で、脳脊髄液漏出症あるいは低髄液圧症候群とも呼ばれて
います。
症状として、起立性の頭痛、倦怠感や疲れやすい、立ちく

らみやめまい、吐き気、頸部痛、手足のしびれ、不眠、視力低
下や光過敏、聴力低下や耳鳴り、記憶力・集中力の低下、背
部痛などがあり、あるいは朝が弱い、体がだるい、何となく
調子が悪い、昼夜逆転といった“不定愁訴”を抱えて不登校
につながるケースも少なくありません。また、体位によって
症状が変化することや気候の変動に影響されやすいことな
ども知られています。残念ながら、通常の脳MRI検査では異
常所見が乏しいこともあり、注意が必要です。
年齢は小学生からも報告があります。小児期は髄膜形成
が成熟する時期で、しかも活動的で外傷の機会も多く、むし
ろ成人より頻度が高いのではとの見方もあります。原因と
して、転倒、頭部・頸部の打撲、自転車事故、スポーツ外傷な
どが挙げられ、特に学校での体育授業やクラブ活動などで
の適切な対応が求められます。原因不明
な場合も約半数近くありますが、重度～
軽微にかかわらず、特に外傷後に上記の
ような様態が観察されれば、医療機関へ
の受診が促されています。

もしあなたの目の前で、人が倒れたら、どうしますか？
右図のように心臓停止は2分、呼吸停止は3分、大量出
血は15分を越えると急激に死亡率は上がります。善意の
気持ちから止血等の応急手当や救急蘇生を行うべきだと
思っても、うまくいかなかった場合に罪に問われること
を恐れて、応急手当や救急蘇生を躊躇してしまう人がい
ます。
わが国においては、民法第698条の「緊急事務管理」の

規定により、悪意又は重大な過失がない限り善意の救助
者が損害賠償責任を問われることはありません。刑法第
37条の「緊急避難」の規定では、害を生じても、避けよう
とした害の程度を超えなかった場合に限り罰しないとさ
れています。これまで善意に基づいて、応急手当や救急蘇
生を実施した場合には、民事及び刑事上の責任を問われ
たことはありません。また市民によるAEDの使用は反復

継続する意図はないものと認められるため、厚生労働省
は、医師法違反にはならないとの見解を示しています。
応急手当や救急蘇生は、責任問題を気にすることなく、
大切な命を救うため、勇気を持って一刻も早く実施して
ください。

【出典：「救急蘇生法の指針2020（市民用）」厚生労働省（日本救急医療財団）】
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